
停止期間 月数
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R8.4.26

令和７年度 指名停止措置状況

No. 指名停止業者名 所在地 指名停止の期間 指名停止の理由 適用条項

基準第3条 第1項
別表第2 第4号
基準第5条 第3項

1 株式会社ニック 名古屋市中区栄１－１５－６サカエ・ミヤシタビル
５Ｆ

3ヶ月 贈賄 基準第3条 第1項
別表第2 第2号

2 極東開発工業株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町２－５－１１ 7ヶ月 独占禁止法違反行為

3 新明和工業株式会社
流体事業部営業本部中部支店

名古屋市中区大須１－７－１１ 独占禁止法違反行為 基準第3条 第1項
別表第2 第4号
基準第5条 第3項

6ヶ月


